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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両後部のリヤサスペンションを構成するトーションビームの車幅方向端部に連結され
るトレーリングアームを車両に取り付けるトレーリングアーム取付部構造であって、
　車両後部の床面を構成するリヤフロアパネルの下方で車両前後方向に延びるサイドメン
バと、
　前記サイドメンバの車両外側を車両前後方向に延びるサイドシルと、
　前記サイドシルの後端に接合され前記トレーリングアームが取り付けられるサイドブラ
ケットと、
　前記サイドブラケットに接合されて該サイドブラケットを補強するブラケットリンフォ
ースとを含み、
　前記サイドシルは、車両内側の縦面と、該縦面の下端から屈曲して車両外側に向かって
延びる下面とを備え、
　前記ブラケットリンフォースは前記サイドシルの縦面から下面にかけて接触し、少なく
とも該下面に接合される第１の部位を有し、
　前記サイドメンバは、車両内側の内側面と、車両外側の外側面と、該内側面および外側
面の下端同士つなぐ下側面とを有し、
　当該トレーリングアーム取付部構造は、前記サイドメンバの内側面および下側面と前記
ブラケットリンフォースの車両内側の面とに跨るブラケットブレースを更に含むことを特
徴とするトレーリングアーム取付部構造。
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【請求項２】
　車両後部のリヤサスペンションを構成するトーションビームの車幅方向端部に連結され
るトレーリングアームを車両に取り付けるトレーリングアーム取付部構造であって、
　車両後部の床面を構成するリヤフロアパネルの下方で車両前後方向に延びるサイドメン
バと、
　前記サイドメンバの車両外側を車両前後方向に延びるサイドシルと、
　前記サイドシルの後端に接合され前記トレーリングアームが取り付けられるサイドブラ
ケットと、
　前記サイドブラケットに接合されて該サイドブラケットを補強するブラケットリンフォ
ースとを含み、
　前記サイドシルは、車両内側の縦面と、該縦面の下端から屈曲して車両外側に向かって
延びる下面とを備え、
　前記ブラケットリンフォースは前記サイドシルの縦面から下面にかけて接触し、少なく
とも該下面に接合される第１の部位を有し、
　前記ブラケットリンフォースの前端は、車幅方向において前記サイドメンバと前記サイ
ドシルとの間に位置することを特徴とするトレーリングアーム取付部構造。
【請求項３】
　前記ブラケットリンフォースは、前記サイドメンバに沿って該サイドメンバに接合され
る第２の部位をさらに有することを特徴とする請求項１または２に記載のトレーリングア
ーム取付部構造。
【請求項４】
　前記サイドブラケットへの前記トレーリングアームの取付箇所と車幅方向で近接して前
記サイドメンバ内に配置されるフロントブレースを更に含むことを特徴とする請求項１か
ら３のいずれか１項に記載のトレーリングアーム取付部構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両後部のリヤサスペンションを構成するトーションビームの車幅方向端部
に連結されるトレーリングアームを車両に取り付けるトレーリングアーム取付部構造に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　トレーリングアーム式サスペンションは車両のサスペンション形式の一種であり、これ
を採用している車両では、リヤサスペンションであるトーションビーム（クロスビームと
も称される）の左右にトレーリングアームが連結される。そして、このトレーリングアー
ムが車両に取り付けられることで、それを介してトーションビームが車両に支持される（
例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１５４９７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　車両において、トレーリングアームの取付箇所には、トーションビームからの曲げ荷重
や捩り荷重が他の箇所よりも多くかかる。このため、特許文献１のように、トレーリング
アームの取付箇所にエクステンションを設定する等の手段により、その領域の剛性向上が
図られている。特許文献１の技術によれば、トレーリングアームの取付箇所において高い
剛性が得られるが、より高い剛性が得られるよう現在も改良が続けられている。ここで、
特許文献１のエクステンションのような部材を更に追加すれば、剛性を更に向上させるこ
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とが可能であるものの、車両の重量増大やコストの増大を招いてしまう。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑み、車両の重量増大やコストの増大を抑制しつつ、トレ
ーリングアーム取付箇所において高い剛性を得ることが可能なトレーリングアーム取付部
構造を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明にかかるトレーリングアーム取付部構造の代表的な
構成は、車両後部のリヤサスペンションを構成するトーションビームの車幅方向端部に連
結されるトレーリングアームを車両に取り付けるトレーリングアーム取付部構造であって
、車両後部の床面を構成するリヤフロアパネルの下方で車両前後方向に延びるサイドメン
バと、サイドメンバの車両外側を車両前後方向に延びるサイドシルと、サイドシルの後端
に接合されトレーリングアームが取り付けられるサイドブラケットと、サイドブラケット
に接合されてサイドブラケットを補強するブラケットリンフォースとを含み、サイドシル
は、車両内側の縦面と、縦面の下端から屈曲して車両外側に向かって延びる下面とを備え
、ブラケットリンフォースはサイドシルの縦面から下面にかけて接触し、少なくとも下面
に接合される第１の部位を有することを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によれば、ブラケットリンフォースはサイドブラケットに接合され、更にブラ
ケットリンフォースの下面がサイドシルの下面に接合される。これにより、上下方向およ
び左右方向の荷重に対する剛性を高めることができる。すなわち、ブラケットリンフォー
スの形状をサイドシルに沿わせ、その下面をサイドシルに接合することで、他の補強部材
を追加することなく剛性の向上可能である。したがって、車両の重量増大やコストの増大
を抑制しつつ、トレーリングアーム取付箇所において高い剛性を得ることが可能となる。
【０００８】
　上記ブラケットリンフォースは、サイドメンバに沿ってサイドメンバに接合される第２
の部位をさらに有するとよい。かかる構成によれば、上下方向や前後方向からの荷重に対
する剛性を向上させることが可能となる。
【０００９】
　上記サイドメンバは、車両内側の内側面と、車両外側の外側面と、内側面および外側面
の下端同士つなぐ下側面とを有し、当該トレーリングアーム取付部構造は、サイドメンバ
の内側面および下側面と、ブラケットリンフォースの車両内側の面とに跨るブラケットブ
レースを更に含むとよい。これにより、より多くの方向からの荷重に対する剛性を向上さ
せることができる。
【００１０】
　上記ブラケットリンフォースの前端は、車幅方向においてサイドメンバとサイドシルと
の間に位置するとよい。これにより、ブラケットリンフォースの前端を、サイドメンバお
よびサイドシルに接合可能となるため、車両前後方向の荷重に対する剛性を向上させるこ
とが可能となる。
【００１１】
　上記サイドブラケットへのトレーリングアームの取付箇所と車幅方向で近接してサイド
メンバ内に配置されるフロントブレースを更に含むとよい。これにより、サイドブラケッ
トへのトレーリングアームの取付箇所近傍のサイドメンバ、ひいてはそれに接合される部
材の剛性を高めることが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、車両の重量増大やコストの増大を抑制しつつ、トレーリングアーム取
付箇所において高い剛性を得ることが可能なトレーリングアーム取付部構造を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本実施形態にかかるトレーリングアーム取付部構造を備える車両の全体斜視図で
ある。
【図２】図１（ｂ）の拡大図である。
【図３】図２（ａ）の断面図である。
【図４】図２（ｂ）の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を
付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する
。
【００１５】
　図１は、本実施形態にかかるトレーリングアーム取付部構造（以下、単に取付部構造１
００と称する）を備える車両１００ａの全体斜視図であり、図１（ａ）は車両１００ａを
左側方から観察した全体斜視図であり、図１（ｂ）は車両１００ａを下方から観察した全
体斜視図である。
【００１６】
　図１（ａ）に示すように、車両１００ａでは、車両後部の床面を構成するリヤフロアパ
ネルとしてリアフロアセンターパネル（以下、リヤフロアパネル１０２と称する）が設け
られている。図１（ｂ）に示すように、リヤフロアパネル１０２の下方には、車両後部の
リヤサスペンションを構成するトーションビーム１０４が配置される。このトーションビ
ーム１０４の車幅方向両端部には、トレーリングアーム１０６ａ・１０６ｂが連結される
。本実施形態にかかる取付部構造１００は、これらのトレーリングアーム１０６ａ・１０
６ｂを車両１００ａに取り付けるための構造である。
【００１７】
　図２は、図１（ｂ）の拡大図である。図２（ａ）は、図１（ｂ）の破線円内拡大図であ
り、図１（ｂ）に示すトレーリングアーム１０６ａを不図示とした状態を示している。図
２（ｂ）は、図２（ａ）の拡大図であり、後述するブラケットブレース１５０に重なる領
域を破線にて図示している。なお、トレーリングアーム１０６ａ・１０６ｂは左右対称に
同様の構成を有するため、以下の説明ではトレーリングアーム１０６ａを車両に取り付け
る場合を例示して説明する。
【００１８】
　図１（ｂ）に示すように、車両１００ａでは、リヤフロアパネル１０２の下方に、車両
前後方向に延びるサイドメンバであるリアフロアサイドメンバ（以下、サイドメンバ１１
０と称する）が配置されている。図２（ａ）および（ｂ）に示すように、サイドメンバ１
１０の車両外側には、車両前後方向に延びるサイドシルとしてサイドシルリアエクステン
ション（以下、サイドシル１２０と称する）が配置される。
【００１９】
　サイドシル１２０の後端には、サイドブラケットであるトレーリングアームアウトサイ
ドブラケット（以下、サイドブラケット１３０と称する）が接合される。本実施形態では
、このサイドブラケット１３０の後方面１３４にトレーリングアーム１０６ａ（図１（ｂ
）参照）の前方側の端部が取り付けられる。またサイドブラケット１３０の前方面１３２
には、ブラケットリンフォースとしてトレーリングアームブラケットリンフォース（以下
、ブラケットリンフォース１４０と称する）が接合される。このブラケットリンフォース
１４０によってサイドブラケット１３０が補強される。
【００２０】
　図３は、図２（ａ）の断面図であり、図３（ａ）は図２（ａ）のＡ－Ａ断面図であり、
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図３（ｂ）は図２（ａ）のＢ－Ｂ断面図である。図２（ａ）および（ｂ）、ならびに図３
（ａ）に示すように、サイドシル１２０は、車両内側の縦面１２２と、縦面の下端から屈
曲して車両外側に向かって延びる下面１２４とを備える。本実施形態の特徴として、ブラ
ケットリンフォース１４０は、サイドシル１２０の縦面１２２に接触する面である基本部
位１４２、および下面１２４に接触する部位である第１の部位（以下、第１部位１４４と
称する）を有し、少なくとも第１部位１４４（下面）においてサイドシル１２０に接合さ
れる。
【００２１】
　上記構成のように、ブラケットリンフォース１４０の第１部位１４４をサイドシル１２
０の下面１２４に接合することにより、上下方向および左右方向の荷重に対する剛性が高
まる。このように剛性の向上に他の補強部材が不要であることで、車両１００ａの重量増
大やコストの増大を抑制しつつ、トレーリングアーム１０６ａ（図１（ｂ）参照）の取付
箇所近傍において高い剛性を得ることが可能となる。
【００２２】
　より好ましくは、ブラケットリンフォース１４０は、基本部位１４２においてもサイド
シル１２０の縦面１２２に接合されるとよい。これにより、前後方向の荷重に対する剛性
を更に高め、加えて上下方向の剛性を高めることが可能となる。なお、本実施形態では、
ブラケットリンフォース１４０は、サイドシル１２０の縦面１２２および下面１２４の両
方において接合される場合を例示したが、これに限定するものではなく、ブラケットリン
フォース１４０は少なくとも第１部位１４４においてサイドシル１２０に接合されていれ
ばよい。
【００２３】
　また本実施形態では、図３（ａ）に示すように、ブラケットリンフォース１４０の前端
は、車幅方向においてサイドメンバ１１０とサイドシル１２０との間に位置する。これに
より、ブラケットリンフォース１４０の前端を、サイドメンバ１１０およびサイドシル１
２０に接合可能となる。したがって、車両前後方向や上下方向の荷重に対してより高い剛
性を得ることができる。
【００２４】
　本実施形態の次なる特徴として、図３（ｂ）に示すように、ブラケットリンフォース１
４０は、サイドメンバ１１０に沿う第２の部位（以下、第２部位１４６と称する）を有し
、この第２部位１４６においてサイドメンバ１１０に接合される。これにより、上下方向
や前後方向の荷重に対して更に高い剛性を得ることが可能となる。
【００２５】
　更に本実施形態では、図３（ｂ）に示すように、サイドメンバ１１０は、車両内側の内
側面１１２と、車両外側の外側面１１４と、内側面および外側面の下端同士つなぐ下側面
１１６とを有する。そして、これらの３つの面のうち、サイドメンバ１１０の内側面１１
２および下側面１１６と、ブラケットリンフォース１４０の車両内側の面である基本部位
１４２とに跨るようにブラケットブレース１５０であるトレーリングアームブラケットブ
レース（以下、ブラケットブレース１５０と称する）が配置されている。このように、ブ
ラケットブレース１５０が複数の面に跨るように立体的に配置されることにより、より多
くの方向からの荷重に対する剛性を向上させることが可能となる。
【００２６】
　図４は、図２（ｂ）の拡大図である。図４では、理解を容易にするために、上述したブ
ラケットブレース１５０を不図示とし、サイドメンバ１１０の内部を透過させた状態を図
示している。図４に示すように本実施形態では、サイドブラケット１３０へのトレーリン
グアーム１０６ａ（図１（ｂ参照））の取付箇所、すなわちサイドブラケット１３０の後
方面１３４と車幅方向で近接する位置において、サイドメンバ１１０内にフロントブレー
スであるリアフロアサイドメンバフロントブレース（以下、フロントブレース１６０と称
する）を配置している。これにより、サイドブラケット１３０へのトレーリングアーム１
０６ａ（図１（ｂ）参照）の取付箇所近傍のサイドメンバ１１０、ひいてはそれに接合さ
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【００２７】
　上記説明したように、本実施形態にかかる取付部構造１００によれば、ブラケットリン
フォース１４０を、サイドブラケット１３０に加えサイドシル１２０やサイドメンバ１１
０に接合することにより、左右方向、上下方向および前後方向の荷重に対する剛性を高め
ることが可能となる。このとき、他の補強部材が必要でないことで、車両１００ａの重量
増大やコストの増大を防ぎつつ、トレーリングアーム取付箇所において高い剛性を得るこ
とが可能となる。
【００２８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、車両後部のリヤサスペンションを構成するトーションビームの車幅方向端部
に連結されるトレーリングアームを車両に取り付けるトレーリングアーム取付部構造に利
用することができる。
【符号の説明】
【００３０】
１００…取付部構造、１００ａ…車両、１０２…リヤフロアパネル、１０４…トーション
ビーム、１０６ａ…トレーリングアーム、１０６ｂ…トレーリングアーム、１１０…サイ
ドメンバ、１１２…内側面、１１４…外側面、１１６…下側面、１２０…サイドシル、１
２２…縦面、１２４…下面、１３０…サイドブラケット、１３２…前方面、１３４…後方
面、１４０…ブラケットリンフォース、１４２…基本部位、１４４…第１部位、１４６…
第２部位、１５０…ブラケットブレース、１６０…フロントブレース
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